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令和元年度 第４回平泉町農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和元年７月２２日（月）１５時２２分～１５時５２分 

２．開催場所  平泉町役場２階 庁議室 

３．出 席 者 

区分 議席 職名 氏名 出席 欠席 

委 員 

 

７番 会  長 千 葉 賢 一 ○  

６番 会長職務代理者 石 川 文士良 ○  

１番 委  員 青 木   慶 ○  

２番 委  員 千 葉 力 男 ○  

３番 委  員 千 葉 三智枝 ○  

４番 委  員 駒 形 和 宣 ○  

５番 委  員 鈴 木 正 昭 ○  

事務局 

局  長 菅 原 幹 成 ○  

次  長 千 葉   徹 ○  

主  査 平 沢 梢 枝 ○  
 

４．総会日程 

（１）議事録署名人及び会議書記の指名 

（２）会務報告 

（３）議  案 
 

報告第 ９ 号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第１０号  農地法第１８条第６項の規定による届出について 
 

議案第１４号  農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第１５号  農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の決定につい  

        て 

議案第１６号  農地法の適用外証明願に対する可否決定について 

議案第１７号  農業経営改善計画の認定に係る意見について 
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【 会 議 の 概 要 】 

議長：千葉会長    

（１５時２２分開会） 

 

議  長   ただいまより令和元年度第４回平泉町農業委員会総会を開催します。 

       本日の出席委員は全員ですので、会議は成立しています。 

       次に、平泉町農業委員会規則第１３条の規定に基づき、議長より議事録署

名人及び会議書記を指名したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

議  長   異議なしと認めます。それでは、議事録署名人には、３番千葉三智枝委員、

４番駒形和宣委員を指名します。会議書記には、事務局の千葉次長、平沢主

査にお願いします。 

       次に、会務報告について、事務局長より説明願います。 

菅原局長   （会務報告の朗読、説明） 

議  長   ただいま説明がありましたが、質問等ございませんか。 

（なし） 

議  長   次に、本日の案件を上程します。事務局長より説明願います。 

菅原局長   （本日の報告案件及び議案件数等を説明） 

議  長   暫時休憩します。（１５：２９） 

       （休憩） 

議  長   再開します。（１５：３１） 

議  長   それでは、報告第９号、農地法第３条の３第１項の規定による届出につい

て、事務局より説明願います。 

平沢主査   （報告案件の朗読、説明） 

以上、相続による届出がありましたので報告します。 

議  長   次に、報告第１０号、農地法第１８条第６項の規定による届出について、

事務局より説明願います。 

平沢主査   （報告案件の朗読、説明） 

以上、合意による解約の届出を受理したので報告します。 

議  長   それでは次に議案審議に入ります。議案第１４号、農地法第５条第１項の

規定による許可申請に対する意見について、事務局より説明願います。 

千葉次長   （提出議案の朗読、説明） 

       贈与による畑に住宅を建築するための転用です。ご審議をお願いします。 

議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。５番鈴木正昭委員。 

５番委員   本宅前の作付していない畑に建築するとのことで、宅地への転用は問題な

いと考えます。 

議  長   議事に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 
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議  長   ないようですので採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員により、許可相当と決定します。 

議  長   次に、議案第１５号、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計

画の決定について、事務局より説明願います。 

平沢主査   （提出議案の朗読、説明） 

       以上所有権移転1件、農業経営基盤強化促進法第18条第3項の要件を満たし

ている考えられます。ご審議をお願いします。 

議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。５番鈴木正昭委員。 

５番委員   平泉字佐野243も長島字太田536-3も齋藤美紀子さんのお父さんの齋藤文秀

氏が現在耕作している田であり問題はないと考えます。 

議  長   議事に入ります。質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   ないようですので採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員により、議案のとおり決定します。 

議  長   次に、議案第１６号、農地法の適用外証明願に対する可否決定について、

事務局より説明願います。 

千葉次長   （提出議案の朗読、説明） 

       20年以上経過していることで許可要件を満たしており、今後町の赤線と交

換予定です。ご審議をお願いします。 

議  長   現地調査をした委員の方は補足説明をお願いします。５番鈴木正昭委員。 

５番委員   建築するときに赤線まで間違って土地を利用し、今役場に土地交換の申請

中です。事務局いいですか。 

千葉次長   そのとおりです。 

議  長   議事に入ります。質問等ございませんか。４番駒形和宣委員。 

４番委員   農振区分の農振白地について具体的に説明してほしい。 

千葉次長   農業振興地域の農用地でない地域で、農地転用する場合に農業振興地域の

除外の許可が必要ない地域です。 

４番委員   ここに載っているということはどういうことか。 

千葉次長   農業振興地域の区分として載せているもので、農振除外の必要がない地域

を表しています。 

４番委員   わかりました。 

議  長   その他に質問等ございませんか。 

議  長   ないようですので採決いたします。ただいまの議案について、原案に賛成

の方は挙手をお願いします。 
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       （挙手全員） 

議  長   挙手全員により、許可と決定します。 

議  長   次に、議案第１７号、農業経営改善計画の認定に係る意見について、事務

局より説明願います。 

平沢主査   （提出議案の朗読、説明） 

       以上、更新１件・新規１件についてご審議をお願いします。 

議  長   議事に入ります。質問等ございませんか。はい、２番千葉委員 

２番委員   両方とも規模拡大について農業委員会からの斡旋とあるが、斡旋できる農 

地はあるのか。 

平沢主査   農地の耕作をできないよと申し出のあった農家について、推進委員を通し 

て耕作出来そうな農家から声をかけています。優先的に推進委員を通して認 

定農業者に声をかけています。 

２番委員   具体的には今のところはないのか。 

平沢主査   具体的にはないです。 

議  長   他に、質問等ございませんか。 

       （なし） 

議  長   ないようですので採決します。ただいまの議案について、原案に賛成の方

は挙手をお願いします。 

       （挙手全員） 

議  長   挙手全員により、意見なしと決定します。 

慎重審議ありがとうございました。 

これをもちまして、令和元年度第４回平泉町農業委員会総会を閉会します。 

（１５時５２分閉会）  

 

          【議事録署名】 

       

             議 長  会長   千 葉 賢 一   ㊞ 

 

 

             署名人  ３番   千 葉 三智枝   ㊞ 

 

 

             署名人  ４番   駒 形 和 宣   ㊞  


